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戸田市自治基本条例の制定に向けて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「３つのコンセプト」 ～自治基本条例制定に向けて～ 

 
１ 条文ではなく、「自治」をつくっていく。 

（条例や協働は手段である） 
 
２ 身近な課題を解決するための仕組みを構築していく。 

（目的は、解決困難な地域課題を解決していくことであるので、身近な課題から調査・検討する

ことから進めていく） 
 
３ 制定作業を進めながら、協働の第一歩につなげていく。 

（条例制定後に協働事業を検討するのではなく、制定作業プロセスの中で、小さくとも、協働の

成果を上げていく） 
 

 

 自治基本条例制定に向けた 「３つのステップ」 
市民の皆さんと共に、次の３つのステップで検討していく予定です。 

 

 

 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

 
市民講座  

○基礎講座  

○応用講座  
 

 
市民協働ワーキング  

○地域課題の実態調査（市民や市内各種団体

にヒアリング）  

○市の担当課職員とともに地域課題等を検

討  

○市民・地域・行政の役割を整理  

 

 
市民会議  

○条例の論点整理（市民・行

政・議会等の役割、市民参加、

協働等）  

○条文検討・素案の作成  

 

 
条例案を 
議会へ 
提出予定 

① 学ぶ ② 体験する ③ 創る 
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条文検討委員会

②市民協働ワーキング

（6回）
市

内
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説
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会

自治基本条例

推進委員会

学識経験者、市内

団体の推薦を受け

た者、公募市民等

で構成。

条例の推進体制

の検討・検証など

を行う。

①市民講

座（2回）

市民に進捗状況報告チラシ配布、広報やＨＰ等で市民意見募集

中間

報告

③市民会議（12回程度）

公募市民・公募職員・市内各種団体推薦等、35名程度で構成。条例素案の

作成を行う。

自治基本条例制定推進本部

市長、副市長及び各部局長で構成

自治基本条例の制定全般に係ること、また、制定作業が円滑に行われるよう市民会議のサポートを行う。必要に応じて随時開催

自治基本条例制定準備委員会（委員会内にワーキンググループ設置）

準備委員会は、次長職・課長職で構成。委員会内のワーキンググループは、実務担当者を中心に任命。

市民の生活実態の調査・地域課題の検討、条例の制定に向けた調査・研究・検討、職員の意識啓発、市民への情報提供を行う。必要に応じて随時開催

自治基本条例推進本部

条例施行後、「制定推進本

部」から「推進本部」に切り

替え
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